
第１節　医療救護体制
１　全体図

         ※　医療救護所、後方医療機関等ではトリアージを行い、症状に応じた

         　医療機関に案内、誘導、搬送し、応急処置を行う。

第９章　医療救護活動

【災害対策本部】災害対策健康部

【医療救護班】

医師会

歯科医師会
薬剤師会

柔道接骨師会

都内他の災害拠点病院および災害を免れた病院都外の病院

＊ 医療関係者は震度６弱以上で自動参集する。
なお、震度５以下の場合は、練馬区からの

要請を受けた場合に直ちに参集する。

医療救護所
１０か所

自宅、被災現場、避難拠点

（医療救護所併設を除く）

災害拠点連携医療機関

東京都福祉保健局
東京都災害医療
コーディネーター
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専門的医療
機関

専門的医療の

必要な患者

協力依頼（＊）

災害医療支援
医療機関

災害拠点病院 ２か所

ヘリポート

軽度の負傷者

軽度の負傷者

トリアージ

トリアージ 重症者

派遣

※医師会は、災害拠点連携
医療機関にも派遣する。

トリアージ

トリアージ

中、重度
の負傷者

後方医療機関等

軽度の負傷者

中、重度
の負傷者

医療情報の収集・伝達、初動医療体制、負傷者等の搬送体制および後方医療体制等を整備し、

災害時に迅速な医療救護活動を行う。

区災害医療コーディネーター

二次保健医療圏
東京都地域災害医療
コーディネーター
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２ 医療救護体制の流れ 

(1) 災害が発生すると、災害対策本部が立ち上がります。 

(2) 震度６弱以上の場合は、医師会・歯科医師会・薬剤師会・柔道接骨師会 

（以下「四師会」という。）から医療救護班・歯科医療救護班・薬剤師班・柔

道接骨師班（以下「医療救護班等」という。）が、医療救護所に自動参集し

ます。また、医師会の医療救護班は災害拠点連携医療機関にも自動参集しま

す。 

震度５強以下の場合は、練馬区からの要請を受け、四師会から医療救護班等

が医療救護所に参集します。また、医師会の医療救護班は災害拠点連携医療機

関にも参集します。 

(3) 負傷者は、各々医療救護所や医療機関に押し寄せることが予想されます。

そこで、医療救護所では、負傷の程度に応じ、重症、中等症、軽症のトリア

ージ(＊)を行います。重中等症者は災害拠点病院や災害拠点連携医療機関へ搬

送します。また、軽症者は医療救護所内で応急処置を行います。 

(4) 災害拠点病院や災害拠点連携医療機関においても、トリアージを行います。

重中等症者は、その医療機関において治療を行い、軽症者は医療救護所、災

害医療支援医療機関または近くの開設している診療所へ誘導します。 

(5) 被災を免れた診療所は、可能な限り開設し、軽症者の応急処置に努めます。 

(6) 災害医療支援医療機関は、災害時に通常の医療活動を行い、軽症者の応急

処置を行います。 

(7) 専門的医療が必要な患者は専門的医療機関で対応します。 

(8) 災害拠点病院等で対応能力を超える場合は、区西北部保健医療圏における

医療救護活動を統括する東京都地域災害医療コーディネーターに支援を要請

し、ＤＭＡＴ等の派遣を受入れます。あるいは、災害用ヘリコプター等を用

い、区外の災害拠点病院および被災を免れた病院へ搬送します。 

(9) これらの医療救護活動が円滑になされるよう、災害対策本部には、練馬区

災害医療コーディネーターを設置します。区災害医療コーディネーターは、

区内の医療救護活動について医学的な見地から助言を行うとともに、東京都

や他自治体の医療救護活動と調整を図るため、東京都地域災害医療コーディ

ネーターと情報連絡を行います。 

 

＊ トリアージとは、災害発生時等に多数の傷病者が同時に発生した場合に、傷病者

の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うための治療優先順位を決定する

ことをいいます。 

 



 
 

３ 医療救護所 

 災害時に区立小中学校に設置される避難拠点のうち、10校に医療救護所を設

けます。医療救護所では、来所する傷病者のトリアージを行い重症者・中等症

者を医療機関に搬送するとともに、軽症者に対する応急処置を行います。 

区指定医療救護所名 所在地 
１ 開進第一中学校 早宮 1-16-50 
２ 開進第三中学校 桜台 3-28-1 
３ 練馬中学校 高松 1-24-1 
４ 貫井中学校 貫井 2-14-13 
５ 田柄中学校 田柄 3-3-1 
６ 石神井東中学校 高野台 1-8-34 
７ 谷原中学校 谷原 4-10-5 
８ 大泉西中学校 西大泉 3-19-27 
９ 関中学校 関町北 4-34-23 
10 光が丘第四中学校 光が丘 2-5-1 
 

  



 
 

４ 後方医療機関等 

 病院をはじめ医療機関や医療救護所には多くの傷病者が押し寄せることが考

えられます。そのうち、重症者と中等症者の治療については後方医療機関が担

います。 
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１ 順天堂練馬病院 高野台 3-1-10 

２ 練馬光が丘病院 光が丘 2-11-1 
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３ 練馬総合病院 旭丘 2-41-1 
４ 浩生会スズキ病院 栄町 7-1 
５ 大泉生協病院 東大泉 6-3-3 
６ 川満外科 東大泉 6-34-46 
７ 田中脳神経外科 関町南 3-9-23 
８ 久保田産婦人科病院 東大泉 3-29-10 
９ 大泉病院 大泉学園町 6-9-1 
10 辻内科循環器科歯科クリニック 大泉学園町 8-24-25 
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11 島村記念病院 関町北 2-4-1 

12 栗林胃腸科外科 石神井町 7-14-5 

13 保谷病院 南大泉 4-50-15 
14 北町病院 北町 2-17-22 
15 東大泉病院 東大泉 7-36-10 
16 関町病院 関町北 1-6-9 
17 東京聖徳病院 北町 3-7-19 
18 慈雲堂内科病院 関町南 4-14-53 
19 陽和病院 大泉町 2-17-1 
20 豊島園大腸肛門科 春日町 4-6-14 
21 阿部クリニック 桜台 2-1-7 
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1 東海病院 中村北2-10-11 

2 高松病院 高松6-4-23 

3 練馬中央診療所 豊玉北5-32-8 

4 腎クリニック高野台 高野台1-3-7 3F 

5 練馬桜台クリニック 豊玉北4-11-9 

6 優人クリニック 田柄2-52-10 4F/5F 

7 練馬高野台クリニック 高野台1-8-15 

8 優人大泉学園クリニック 東大泉1-28-7 2F/3F 



 
 

 


